
【教育施策に関する大綱・指針・方針・計画等の統合版】これからの八王子市の学校教育

義務教育９年間を見通した学校教育
「八王子市の学校教育 基本原則（R3.4）」

教育委員会指針「みんなが集う学校の未来 地域の拠点となる学校施設の共創（R4.9）」

地域の子どもを地域で
育てる学校教育

小中一貫教育の場づくり
「八王子市小中一貫教育に関する基本方針
（R5.4改定）」
□小中一貫教育グループを単位とした学
校・教員の「連携」から子どもたちを含め
た「合同」「一体」へ
□地域で小中一貫教育を支える学校運営協
議会と一体となった学校経営
□児童・生徒の義務教育９年間の発達・成
長を見通した教育方法の改善

複雑化する学校課題に対応する
場づくり
【不登校・登校支援】
□不登校の子どもたちの居場所、教育機会
を確保し、社会的自立へ
※校内別室、公共施設等での居場所確保

【いじめ防止等】
「八王子市教育委員会いじめの防止等に関
する基本的な方針（R4.2改定）」
□小中一貫教育グループを単位として、全
児童・生徒が参加する「はちおうじっ子
サミット」の実施

【特別支援教育】
「第５次特別支援教育推進計画(R5.3）」
□インクルーシブな教育を推進するために、
校長のリーダーシップの発揮、学校運営
協議会をはじめとする地域連携による特
別支援教育の一層の充実

市内に約２００
ある保育園、幼
稚園、認定子ど
も園等から学校
への円滑な接続、
就学へ

【めざす姿２】
学校施設を活用した協働活
動の場づくり

子どもを通じて地域が
つながる協働活動

児童の放課後活動の充実
□学校施設の活用により、地域の中で地域
の子どもを育む環境を整備
□子どもたちの安全安心な放課後環境の確
保、体験活動の充実

中学校部活動の地域移行による地域
活動の推進
□「地域クラブ（仮称）」のコーディネー
トにより休日の運動部活動の移行から順
次移行するための仕組の構築

地域交流のための施設開放の推進
□生涯学習、スポーツなど、地域交流や学
びの場として、地域活動の拠点となるよ
うな活用方法の検討
□施設に維持管理に必要な受益者負担等の
検討

→学校施設の管理主体の明確化
※「市立学校の管理運営に関する規則の改
訂（R4.7）」（校長／市教委）

学校教育と地域活動が融合した施設
活用の方向性
□プール施設
・天候に左右されない室内プールの活用の
推進
□給食室・給食センター
・拠点校方式（自校＋親子）や給食セン
ター方式の最適な組み合わせでの給食提
供の推進

八王子市幼児教育・
保育センター設置
（R3.2）
⑴研修機能 研修体系を
整備
⑵支援機能 幼児教育・
保育アドバイザーによる
巡回支援
⑶情報収集発信機能
「ガイドライン」の策定
⑷連携機能 教育内容等
について教育委員会との
連携強化

「総合教育大綱（R5.3）」 （R5～R12）
家庭・地域・学校がともに手を携え、子どもの成長を支えることで、子育て家庭や周囲の人々も活き活きと暮ら

せるまちづくりをすすめます。学校では、子どもたちが意欲をもって学び、豊かな社会性を身に付け、心身ともに
健やかに成長できるよう、学校教育を充実していきます。また、市民の誰もがスポーツや学びを通して豊かなつな
がりを育んでいけるよう、生涯学習を推進していきます。さらに、文化の振興をはかるとともに、次世代へ継承し
ていきます。

「八王子未来デザイン２０４０（R4.12）」第３編の体系

※本市の最上位計画である「八王子未来デザイン２０４０（R4.12）」（R5～R12）における第３編を「総合教育大綱」として位置付けている。

【基盤としての小中一貫教育】
全国一律、一定水準の学力を身に付けさせるという公立学校としての共通の原則目標を達成するとと

もに、小中一貫教育グループの実情に応じた地域とともにある学校としての個別目標を実現する小中一
貫教育を推進します。

実施形態

小中一貫教育グループ校
【校舎分離型】

中学校１校とその周辺に位置す
る小学校１校から４校が、１つの
グループとなって、「義務教育９
年間で育てたい児童・生徒像」
「具体的な取組」を設定し、教育
課程を編成します。

義務教育学校【校舎一体型】
一人の校長の下、一つの教
職員組織が置かれ、義務教育
９年間の学校教育目標を設定
し、９年間の系統性を確保し
た教育課程を編成します。

＜取組経過等＞
「保・幼・小連携の
推進に関するガイド
ライン（H30.11）」
「あんしんはちおう
じっ子保幼小連携カ
リキュラム
（H31.3）」
「乳幼児すくすくて
くてくガイドライン
～八王子市乳幼児期
の教育・保育の質に
関する指針～
（R4.3）」
※「幼児教育・保育
の質」…子どもと保育
者の関係性の中で子
ども自身が主体とし
て豊かに生きていく
ことを支える環境や
経験

平成１７年度の「小中連携の
日」の取組を皮切りに、「八王
子市小中一貫教育に関する基本
方針（H20.7）」に基づき、平
成２３年度から全校で小中一貫
教育を推進してきました。平成
３１年度には、全市立学校に学
校運営協議会が設置されました。
令和５年４月に基本方針を改定
しました。

経過

⑴教員の意識の変容
「小中一貫教育の日」の取組が定着し、グループ内の教員が相互に課題等
を共有し、理解が深まってきました。
⑵児童・生徒の交流・合同活動による一体感の創出
「小中一貫教育の日」を発展させ、児童・生徒が交流したり、合同で活動
を行ったりするなど、各グループの実態に応じた特色ある取組が行われてき
ました。
⑶地域コミュニティの醸成
全校に設置された学校運営協議会が小中一貫教育を推進する学校と地域を
つなぎ、一体的、継続的に関われるようになりました。

成果

一層の充実に向けた取組

【柱１】
子どもの発達・成長を９年間で
見通し、教育課程を切れ目なく
編成します。
【柱２】
地域運営学校としての取組の充
実を図ります。

【基本方針２】
施設の老朽化に応じた整備方法を検討するとともに、地域
の拠点づくりや各種公共施設との複合化を基本とする。

教育条件をよりよくするための学校再編の３つの基本方針「市立小・中学校再編基本方針（R4.12）」

【基本方針３】
再編により学校の適正規模化を図る。

【基本方針１】
小中一貫教育のさらなる充実を図るため、中学校区を基本
単位として再編を検討する。

「第３次八王子市教育振興基本計画 ビジョンはちおうじの教育（R2.3）」（R2～R6）

⑴小中一貫教育としての活動を日常的なものとし、より一層の充実を図るた
め、グループ内合同で行う活動を実施します。
⑵小中一貫教育グループとして、誰一人取り残さず義務教育修了段階の学力
を保障する取組の充実を図ります。
⑶小中一貫教育グループとして、誰一人取り残さず見守り、育成する体制を
構築します。
⑷保護者・地域の方々とともに、地域の子どもを地域で育てる意識を共有し、
「地域を、地域で、地域と学ぶ」ことのできる、地域の特色ある教材を開発
し教育活動で活用します。

活き活きと子どもが育ち、学びが豊かな心を育むまち

学びを活かせる生涯学習
の推進

未来につながる文化の
継承と創造

全ての子どもが健やかに
育つ地域づくり

未来をひらく子どもを
育てる教育

【めざす姿１】
小中一貫教育を基本とした学
校教育の場づくり
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